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番 号 表 題 担当課名

１１７ 瀬戸内海の環境の保全に関する徳島県計画 環境管理課

を変更した件

１１８ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づ 同

く特定施設の設置の許可の申請があった件

１１９ 指定居宅サービス事業者を指定した件 長寿いきがい課

１２０ 指定介護予防サービス事業者を指定した件 同

１２１ 指定介護療養型医療施設がその指定を辞退 同

した件

１２２ 特定調達契約について随意契約の相手方を 同

決定した件

１２３ 同 同

１２４ 肥料の登録をした件 農林水産総合技術

支援センター

１２５ 解除予定保安林を告示する件 森林整備課

１２６ 森林管理重点地域の指定が失効した件 同

１２７ 県道の路線を認定する件 道路整備課

１２８ 県道の路線を廃止する件 同

１２９ 道路の区域を決定する件 同



【告示】

番 号 表 題 担当課名

１３０ 道路の区域を変更する件 同

１３１ 同 同

１３２ 道路の供用を開始する件 同

１３３ 車両制限令に基づく道路の構造の保全及び 同

交通の危険の防止上支障がないと認める道

路を指定する件

１３４ 都市計画事業の変更を認可した件 都市計画課

１３５ 建築基準法の規定に基づく指定構造計算適 住宅課

合性判定機関から構造計算適合性判定の業 建築指導室

務を行う事務所の所在地の変更について届

出があった件

【公告】

番 号 表 題 担当課名

争議行為の予告 労働雇用戦略課

県営住宅等の管理の特例に係る公告 住宅課



徳
島
県
告
示
第
百
十
七
号

平
成
二
十
八
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号
（
瀬
戸
内
海
の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
徳
島
県
計
画
を

変
更
し
た
件
）
を
も
っ
て
公
表
し
た
瀬
戸
内
海
の
環
境
の
保
全
に
関
す
る
徳
島
県
計
画
を
次
の
と
お
り
変

更
し
た
の
で
、
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
四
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
十
八
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

住

所

阿
南
市
上
中
町
岡
四
九
一
番
地
一
〇
〇

代
表
者

代
表
取
締
役

小
川
裕
義

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

日
亜
化
学
工
業
株
式
会
社

辰
巳
工
場

所
在
地

阿
南
市
辰
己
町
一
番
地
一
九

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
二
十
六
号
ホ
に

規
定
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
及
び
第
六
十
五
号
に
規
定
す
る
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に
よ
る
表
面
処
理
施

設
４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
阿
南
市
市
民
部
環
境
保
全
課



徳
島
県
告
示
第
百
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

医
療
法
人
青
樹
会

徳
島
市
丈
六
町
行
正
二
七
番
地
一

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
丈
六
町
小
谷
四
六
番
地
一

訪
問
介
護

令
和
五
年
三
月
一
日

き
ず
な

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

同

訪
問
看
護

同

き
ず
な

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

同

通
所
介
護

同

き
ず
な

株
式
会
社
友
李
通
商

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
古
庄
野
神
ノ
本

介
護
事
業
部

椿

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
古
庄
野
神
ノ
本

訪
問
介
護

同

二
三
番
地
七

二
三
番
地
七

医
療
法
人
倚
山
会

徳
島
市
東
山
手
町
一
丁
目
四
一
番

田
岡
病
院
訪
問
看
護
ス
テ

徳
島
市
万
代
町
四
丁
目
二
番
地
二

訪
問
看
護

同

地
六

ー
シ
ョ
ン

合
同
会
社
Ｌ
ｉ
ｂ
ｒ
ａ

同

北
田
宮
一
丁
目
七
番
二
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
東
傍
示
四

通
所
介
護

同

号
Ｊ
号
室

り
ぶ
ら

四



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

医
療
法
人
倚
山
会

徳
島
市
東
山
手
町
一
丁
目
四
一
番

田
岡
病
院
訪
問
看
護
ス
テ

徳
島
市
万
代
町
四
丁
目
二
番
地
二

介
護
予
防
訪
問

令
和
五
年
三
月
一
日

地
六

ー
シ
ョ
ン

看
護

医
療
法
人
青
樹
会

同

丈
六
町
行
正
二
七
番
地
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

同

丈
六
町
小
谷
四
六
番
地
一

同

同

き
ず
な



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
一
号

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
療

養
型
医
療
施
設
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

開

設

者

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

辞
退
年
月
日

名

称

所

在

地

日
比
野
病
院

徳
島
市
寺
島
本
町
東
二
丁
目
一
四
番

医
療
法
人
日
比
野
病
院

介
護
療
養
型
医
療
施
設

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

地

阿
南
医
療
セ
ン
タ
ー

阿
南
市
宝
田
町
川
原
六
番
地
一

徳
島
県
厚
生
農
業
協
同

同

同

組
合
連
合
会



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
二
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

抗
原
定
性
検
査
に
必
要
な
検
査
キ
ッ
ト

六
百
箱

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
保
健
福
祉
部
長
寿
い
き
が
い
課
在
宅
サ
ー
ビ
ス
指
導
担
当

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
一
月
十
九
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
幸
燿

香
川
県
高
松
市
田
村
町
九
四
八
番
地

五

契
約
金
額

四
百
五
十
五
万
四
千
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
三
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

抗
原
定
性
検
査
に
必
要
な
検
査
キ
ッ
ト

六
百
箱

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
保
健
福
祉
部
長
寿
い
き
が
い
課
在
宅
サ
ー
ビ
ス
指
導
担
当

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
一
月
十
九
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
ア
ス
テ
ィ
ス

愛
媛
県
松
山
市
高
野
町
甲
一
番
地
一

五

契
約
金
額

四
百
五
十
五
万
四
千
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
四
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
肥
料
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

登
録
年
月
日

徳
島
県

塩
化
加
里

六
〇
塩
化
加
里

水
溶
性
加
里

六
〇
・
〇

該
当
な
し

宇
治
製
薬
株
式
会
社

令
和
五
年
二
月
二
十
日

第
四
七
一
号

鳴
門
市
瀬
戸
町
明
神
字
上
本
城
七
番
地



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
五
号

次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

阿
南
市
那
賀
川
町
上
福
井
南
川
渕
一
一
九
の
二
一
、
一
一
九
の
二
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

飛
砂
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
六
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
区
域

阿
南
市
細
野
町
長
手
六
一
の
一
及
び
六
一
の
三

二

指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
日

令
和
五
年
三
月
七
日



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
の
路
線
を
次

の
よ
う
に
認
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
県
土
整
備
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

起

点

道
路
法
第
七
条

路
線
名

重
要
な
経
過
地

備

考

番
号

終

点

第
一
項
該
当
号

３

阿
南
市
福
井
町

３

阿
南
美
波

５

１

海
部
郡
美
波
町



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
県
道
の
路
線

を
廃
止
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
県
土
整
備
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
二

週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

起

点

道
路
法
第
七
条

路
線
名

重
要
な
経
過
地

備

考

番
号

終

点

第
一
項
該
当
号

新
野
停
車
場

６７

新
野
停
車
場

県
道
阿
南
相
生
線
交
点
（
阿
南

５

１

市
新
野
町
）



徳
島
県
告
示
第
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
美
波
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

備
考

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
福
井
町
日
の
地
三

八
〇
番
九
地
先
か
ら

３３

阿
南
美
波

海
部
郡
美
波
町
北
河
内
字

八
・
〇
〜
二
二
六
・
六

一
一
、
五
三
三
・
〇

１

本
村
一
七
四
番
二
地
先
ま

で



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

一
般
国
道

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路

線

名

区

間

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
市
東
祖
谷
菅
生
二
〇
五
番
一
七

旧

一
一
・
〇
〜
一
五
・
二

三
七
・
九

地
先

四
三
九
号

同

新

一
九
・
六
〜
三
二
・
三

三
七
・
九



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
羽
ノ

浦
居
内
六
四
番
二
地
先
か
ら

旧

四
・
〇
〜
四
・
二

五
〇
・
五

２

羽
ノ
浦
停
車

同

７１

場

六
八
番
二
地
先
ま
で

同

新

七
・
六
〜
七
・
八

五
〇
・
七



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

０

名
西
郡
神
山
町
阿
野
字
井
ノ
谷
六

石
井
神
山

三
四
・
七

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

２

一
番
一
地
先



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
三
号

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き

、
道
路
の
構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
の
防
止
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
道
路
を
次
の
と
お
り
指
定
す

る
の
で
、
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

道
路
種
別

整
理
番
号

路

線

名

区

間

阿
南
市
辰
己
町
三
二
〇
番
九
地
先
か
ら

同

住
吉
町
東
畭
三
一
四
番
地
先
ま
で

１

阿
南
市
辰
己
町
二
四
七
番
二
地
先
か
ら

一
般
県
道

９

富
岡
港
南
島

１

同

住
吉
町
東
畭
三
二
四
番
地
先
ま
で

阿
南
市
辰
己
町
一
番
三
地
先
か
ら

同

二
四
七
番
二
地
先
ま
で

二

指
定
す
る
期
日

令
和
五
年
四
月
一
日



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
行
者
の
名
称

小
松
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

徳
島
東
部
都
市
計
画
公
園
事
業

九
・
六
・
一
号
日
峯
大
神
子
広
域
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

変
更
な
し

２

使
用
の
部
分

な
し



徳
島
県
告
示
第
百
三
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所

日
本
建
築
検
査
協
会
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
一
三
番
一
一
号

二

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
一
三
番
一
一
号

油
脂
工
業
会
館
五
階

変
更
後

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三
丁
目
一
二
番
二
号

三

変
更
す
る
日

令
和
五
年
四
月
一
日



公

告

徳
島
県
厚
生
連
労
働
組
合
か
ら
春
季
要
求
に
関
し
て
令
和
五
年
四
月
三
日
以
降
、
同
組
合
員
が
従
事
す

る
次
の
職
場
に
お
い
て
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

阿
南
市
宝
田
町
川
原
六
―
一

阿
南
医
療
セ
ン
タ
ー

吉
野
川
市
鴨
島
町
知
恵
島
字
西
知
恵
島
一
二
○

吉
野
川
医
療
セ
ン
タ
ー

阿
波
市
市
場
町
市
場
字
岸
ノ
下
一
九
〇
―
一

阿
波
病
院

徳
島
市
北
佐
古
一
番
町
五
番
一
二
号

徳
島
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会

阿
波
市
阿
波
町
平
川
原
北
五
九
―
一

徳
島
県
農
村
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー



公

告

徳
島
県
住
宅
供
給
公
社
か
ら
依
頼
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
住
宅
供
給
公
社

理
事
長

戸

根

秀

孝

一

徳
島
県
に
代
わ
っ
て
県
営
住
宅
及
び
共
同
施
設
（
以
下
「
県
営
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
の
管
理
を
行

う
者徳

島
県
住
宅
供
給
公
社

二

一
で
定
め
る
者
が
管
理
を
行
う
県
営
住
宅
等

徳
島
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
十
二
号
）
別
表

に
掲
げ
る
県
営
住
宅
（
名
東
（
東
）
団
地
（
六
号
棟
に
限
る
。
）
、
万
代
町
団
地
、
新
浜
町
団
地
、
大

麻
団
地
及
び
津
田
松
原
団
地
を
除
く
。
）
及
び
徳
島
県
営
住
宅
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
徳
島
県
規

則
第
十
号
）
別
表
に
掲
げ
る
共
同
施
設
（
名
東
（
東
）
団
地
県
営
住
宅
六
号
棟
に
併
設
す
る
児
童
遊
園

及
び
駐
車
場
並
び
に
万
代
町
団
地
、
新
浜
町
団
地
、
大
麻
団
地
及
び
津
田
松
原
団
地
の
各
県
営
住
宅
の

共
同
施
設
を
除
く
。
）

三

一
で
定
め
る
者
が
行
う
県
営
住
宅
等
の
管
理
の
内
容

法
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
管
理
（
家
賃
の
決
定
並
び
に
家
賃
、
敷
金
そ
の
他
の
金
銭
の
請
求
、
徴
収

及
び
減
免
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）

四

一
で
定
め
る
者
が
県
営
住
宅
等
の
管
理
を
行
う
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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